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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
再
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
（
仮
称
）
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一

式
」
の
調
達
に
係
る
契
約
（
以
下
「
原
契
約
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
変
更
し
た
後
の
契
約
（
以
下
「
変
更
後
の
契
約
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
開
発
す
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
が
提
供
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
ケ

ー
シ
ョ
ン
（
以
下
「
本
ア
プ
リ
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｏ

Ｃ
」
と
い
う
。
）
が
発
行
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
Ｉ
Ｄ
兼
ア
ク
レ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
又
は
国
際
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員

会
（
以
下
「
Ｉ
Ｐ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
が
発
行
す
る
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
Ｉ
Ｄ
兼
ア
ク
レ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
を
保
有
す
る

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
の
関
係
者
（
以
下
「
大

会
関
係
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
要
人
及
び
そ
の
随
行
員
を
除
く
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
大
会
出
場
選
手
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
、

Ｉ
Ｐ
Ｃ
、
国
際
競
技
連
盟
等
の
職
員
・
関
係
者
、
大
会
ス
タ
ッ
フ
、
報
道
関
係
者
等
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

大
会
関
係
者
の
入
国
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
二
十
八
日
に
開
催
し
た
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
調
整
会
議
」
で
示
し
た
「
変
異
株
等
に
対
応
し
た
追

加
的
な
対
策
に
つ
い
て
（
案
）
」
（
以
下
「
追
加
的
対
策
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
大
会
関
係
者
の
健
康
管
理
に
つ
い
て

は
、
「
ア
プ
リ
等
に
よ
る
健
康
状
態
の
報
告
等
」
を
行
い
、
「
感
染
疑
い
を
把
握
し
、
又
は
陽
性
判
明
時
に
陽
性
登
録
を
行

う
た
め
、
接
触
確
認
ア
プ
リ
を
利
用
」
す
る
等
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
二
つ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

」
に
つ
い
て
は
、
大
会
関
係
者
の
受
入
責
任
者
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
等
が
、
空
港
に
お
い
て
、
各
大
会
関
係
者
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
さ
れ
、
必
要
な
事
項
に
デ
ー
タ
が
入
力
が
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
へ
の
入
国

後
は
、
そ
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
会
に
お
い
て
各
大
会
関
係
者
が
遵
守
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
関
す

る
行
動
ル
ー
ル
を
定
め
た
「
ア
ス
リ
ー
ト
・
チ
ー
ム
役
員
公
式
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
（
第
三
版
）
」
（
以
下
「
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
」

と
い
う
。
）
等
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
大
会
関
係
者
が
当
該
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
な
ど
、
ル

ー
ル
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
違
反
者
の
大
会
参
加
資
格
剝
奪
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ



 

３ 

 

ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

本
ア
プ
リ
に
つ
い
て
は
、
日
本
及
び
海
外
か
ら
の
大
会
関
係
者
が
幅
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
、
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
、

韓
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
六
言
語
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

本
ア
プ
リ
が
対
応
す
る
言
語
を
追
加
す
る
予
定
は
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

本
ア
プ
リ
は
、App 

Store

及
びGoogle 

Play

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
大
会
に
参
加
す
る

各
国
・
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
に
よ
っ
て
は
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
し
てAndroid 

OS

を
使
用
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
関
し
て
は
、
内
閣
官
房
情
報
通
信
技

術
（
Ｉ
Ｔ
）
総
合
戦
略
室
が
構
築
し
、
運
用
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
本
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
所
有
し
て
い
な
い
大
会
関
係
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
受
入
責
任
者
で
あ
る
組
織
委
員
会
等
が
、
到
着

空
港
に
お
い
て
、
本
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
貸
し
出
す
こ
と
と
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

 
 

本
ア
プ
リ
が
対
応
す
る
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
は
、iOS

及
びAndroid 

OS

で
あ
り
、
本
ア
プ
リ
の
周
知
方
法
と
し

て
は
、
大
会
関
係
者
に
配
布
す
る
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
等
に
掲
載
し
た
こ
と
に
加
え
、
大
会
関
係
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
に
お

け
る
説
明
等
を
予
定
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
追
加
的
対
策
に
お
い
て
、
「
受
入
責
任
者
（
組
織
委
員
会
等
）
の
監
督
」
の
下
、
「
滞
在
先
や
移

動
手
段
を
限
定
す
る
等
の
厳
格
な
行
動
管
理
、
健
康
管
理
、
ま
た
、
出
国
前
検
査
や
入
国
時
検
査
に
加
え
、
定
期
的
な
検
査

な
ど
、
必
要
な
防
疫
上
の
措
置
を
講
じ
る
」
こ
と
を
前
提
に
、
入
国
後
十
四
日
間
の
待
機
期
間
中
の
活
動
を
認
め
る
こ
と
と

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
所
有
し
て
い
な
い
大

会
関
係
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
受
入
責
任
者
で
あ
る
組
織
委
員
会
等
が
、
到
着
空
港
に
お
い
て
、
本
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
貸
し
出
す
こ
と
と
し
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
内
訳
」
に
つ
い
て
、
①
原
契
約
の
契
約
金
額
の
内
訳
（
千
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
及
び
②
変
更



 

５ 

 

後
の
契
約
の
契
約
金
額
の
内
訳
（
千
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
を
原
契
約
に
よ
り
開
発
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
シ

ス
テ
ム
等
の
機
能
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

統
合
型
入
国
者
健
康
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム 

①
十
七
億
六
千
万
円 

②
十
三
億
二
千
万
円 

 
 

デ
ー
タ
連
携
基
盤 

①
十
四
億
三
千
万
円 

②
八
億
千
万
円 

 
 

顔
認
証
サ
ー
ビ
ス 
①
五
億
円 

②
零
円 

 
 

医
療
機
関
向
け
サ
ー
ビ
ス 
①
五
億
円 

②
四
億
五
千
万
円 

 
 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

①
十
六
億
六
千
万
円 

②
三
億
千
万
円 

 
 

多
言
語
対
応
及
び
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
対
応
等 
①
三
億
七
千
万
円 

②
三
億
三
千
万
円 

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
費
及
び
一
般
管
理
費 
①
十
一
億
円 

②
六
億
三
千
万
円 

 
 

本
シ
ス
テ
ム
が
提
供
す
る
機
能
の
大
会
終
了
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
入
国
す
る
者
の
更
な
る
利
便
性
向
上

の
観
点
か
ら
、
査
証
申
請
等
と
の
連
携
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
め
ぐ
る
情
勢
等
を
踏
ま
え
た
水
際
対
策
へ
の

活
用
等
の
検
討
を
行
い
、
当
該
検
討
の
結
果
も
踏
ま
え
て
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
が
、
必
要
な
機
能
の
見
直
し
及
び
拡

充
の
具
体
的
内
容
は
検
討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
管
理
運
用
の
費
用
」
等
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ



 

６ 

 

と
は
困
難
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
受
注
額
」
に
つ
い
て
、
①
原
契
約
の
契
約
金
額
の
内
訳
（
百
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
及
び
②
変

更
後
の
契
約
の
契
約
金
額
の
内
訳
（
百
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
を
御
指
摘
の
「
五
社
」
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

株
式
会
社
ア
ル
ム 

①
四
億
九
千
五
百
万
円 

②
四
億
五
千
二
百
万
円 

 
 

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

①
四
十
五
億
七
千
六
百
万
円 

②
二
十
三
億
二
千
八
百
万

円 

 
 

日
本
電
気
株
式
会
社 

①
四
億
九
千
五
百
万
円 

②
零
円 

 
 

日
本
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社 

①
十
四
億
三
千
万
円 

②
八
億
六
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン 

①
三
億
千
九
百
万
円 

②
二
億
六
千
三
百
万
円 

 
 

お
尋
ね
の
「
受
注
内
容
等
の
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
契
約
に
お
い
て
日
本
電

気
株
式
会
社
が
履
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
顔
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
運
用
、
保
守
等
に
つ
い
て
は
、
変
更
後
の
契
約



 

７ 

 

で
は
調
達
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
変
更
後
の
契
約
に
よ
る
調
達
（
以
下
「
本
件
調
達
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
和
三
年
六
月
十
一
日
現
在
に
お
け
る

業
務
の
再
委
託
（
再
委
託
の
相
手
方
が
さ
ら
に
業
務
の
一
部
の
再
委
託
を
行
う
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
相
手
方
の

名
称
及
び
再
委
託
の
金
額
（
百
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

株
式
会
社
ア
イ
エ
ン
タ
ー 

三
千
三
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ア
イ
ム
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス 

千
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ア
ル
フ
ァ
バ
ー
ジ
ョ
ン 

二
千
二
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ア
ロ
ー
グ
ラ
フ 

千
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
テ
ッ
ク 

一
億
四
千
三
百
万
円 

 
 

Ａ
Ｒ
ア
ド
バ
ン
ス
ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ
株
式
会
社 

千
百
万
円 

 
 

Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｋ
株
式
会
社 

二
千
八
百
万
円 

 
 

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ム
ウ
ェ
ア
株
式
会
社 

八
千
八
百
万
円 

 
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社 

零
円 



 

８ 

 

 
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

三
億
三
千
万
円 

 
 

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
先
端
技
術
株
式
会
社 

零
円 

 
 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア 

一
億
三
千
二
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ネ
ク
シ
ア 

零
円 

 
 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ア
ク
ト 

三
億
三
千
万
円 

 
 

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
レ
ゾ
ナ
ン
ト
株
式
会
社 

四
千
四
百
万
円 

 
 

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
レ
ゾ
ナ
ン
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社 

六
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
オ
ー
ク 

零
円 

 
 

株
式
会
社
キ
ャ
フ
ィ
ッ
ク 

二
千
二
百
万
円 

 
 

國
居
貴
浩 

六
百
万
円 

 
 

合
同
会
社
ジ
ェ
イ
リ
ー
ム 

六
百
万
円 

 
 
Japan Business Systems Technology 

千
百
万
円 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ラ
ッ
シ
ュ 

百
万
円 



 

９ 

 

 
 

Ｔ
Ｓ
４
Ｇ
株
式
会
社 

三
百
万
円 

 
 

株
式
会
社dirbato 

一
億
三
千
二
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ハ
ー
ツ 

一
億
五
千
百
万
円 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
イ
・
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
神
戸 

二
百
万
円 

 
 

中
村
三
良 

三
百
万
円 

 
 

日
本
情
報
通
信
株
式
会
社 
零
円 

 
 

日
本
電
気
株
式
会
社 

三
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
ウ
ィ
ン
グ 

六
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ネ
ク
ス
ト
ス
ケ
ー
プ 

六
億
六
千
万
円 

 
 

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
テ
ッ
ク 

千
百
万
円 

 
 

株
式
会
社
ピ
ー
ア
ン
ド
ア
イ 

百
万
円 

 
 

株
式
会
社PIVOT 

二
千
二
百
万
円 

 
 

フ
ェ
ン
リ
ル
株
式
会
社 

三
億
八
千
五
百
万
円 
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プ
ラ
イ
マ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

四
百
万
円 

 
 

三
井
物
産
セ
キ
ュ
ア
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

七
千
七
百
万
円 

 
 

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
法
律
事
務
所 

五
千
五
百
万
円 

 
 

レ
バ
テ
ッ
ク
株
式
会
社 

六
百
万
円 

 
 

本
件
調
達
に
係
る
再
委
託
さ
れ
た
業
務
の
内
容
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
設
計
、
開
発
、
試
験
、
運
用
、
保
守
等
、
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
基
盤
構
築
、
運
用
等
及
び
関
係
省
庁
等
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
設
計
、
開
発
、
試
験
、
保
守
等
に
係
る
業

務
の
一
部
で
あ
る
。 

 
 

原
契
約
及
び
変
更
後
の
契
約
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
国
外
の
事
業
者
に
対
し
て
再
委
託
す
る
こ
と
」
に
係
る
要
件
は
設

定
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
外
の
事
業
者
に
再
委
託
し
た
事
例
」
と
し
て
は
、Japan 

Business 
Systems 

Technology

へ
の
再
委

託
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

本
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
お
い
て
は
、
変
更
後
の
契
約
の
受
注
者
等
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
の
動
作
確
認
、
シ
ス
テ
ム
相
互
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の
接
続
の
確
認
、
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
の
診
断
等
の
必
要
な
テ
ス
ト
を
日
々
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「

今
後
の
テ
ス
ト
の
実
施
日
程
・
方
法
」
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
不
具
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
対
処
法
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
本
件
調
達
に
お
い
て
は
、
二
十
四
時
間
体
制
で
の
本
シ
ス
テ
ム
の
監
視
及
び
障
害
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
ほ

か
、
本
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
及
び
大
会
の
関
係
機
関
か
ら
の
障
害
等
に
関
す
る
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
必
要
な

対
応
を
取
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
本
シ
ス
テ
ム
に
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
対
応
を
取
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。 

九
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
井
国
務
大
臣
が
令
和
三
年
六
月
十
一
日
に
行
っ
た
記
者
会
見
に
お
い
て
、
一
部
報
道
に
お
い
て

引
用
さ
れ
て
い
る
発
言
に
つ
い
て
「
強
い
覚
悟
で
国
民
の
立
場
に
な
っ
て
交
渉
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
幹
部
二
人
に
強
い

口
調
で
申
し
上
げ
た
こ
と
が
、
今
回
あ
る
意
味
、
表
現
が
不
適
当
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

九
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
音
声
デ
ー
タ
」
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
報
道
機
関
が
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
か
は
政
府
と
し
て
承
知
し
て
お



 

１２ 

 

ら
ず
、
御
指
摘
の
「
流
出
」
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
電
磁
的
記
録
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
内
閣
官
房
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ

シ
ー
」
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
内
閣
官
房
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
会
決
定
（
最
終
改
定 

平
成
三
十
年
十
二
月
十

一
日
）
）
に
お
い
て
、
「
職
員
は
、
自
ら
が
担
当
し
て
い
る
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
っ
て
、
情
報
を
利
用

等
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
各
職
員
に
お
い
て
適
切
に
対
処
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

九
の
３
及
び
４
に
つ
い
て 

 
 

変
更
後
の
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
原
契
約
に
基
づ
き
、
原
契
約
に
基
づ
く
調
達
の
受
注
者
と
適
切
に
協
議
し
、
合

意
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
御
指
摘
の
平
井
国
務
大
臣
の
発
言
の
影
響
は
な
く
、
「
国
が
不
当
な
圧
力
を
か
け
て
請
負
金
額
の

減
額
を
迫
っ
た
」
と
い
う
事
実
も
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
事
実
上
の
強
要
に
当
た
る
も
の
」
及
び
「
そ
の
経
緯
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、

そ
の
余
の
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


